
令和８年４月 

時津町立鳴北中学校 

保護者・地域の皆様 

時津町教育委員会 

時津町立鳴北中学校 

 

学校の働き方改革へのご理解とご協力について（お願い） 
 

時津町の小・中学校では、子どもたちが毎日元気に、学習や運動をはじめ、さまざまな活動を行っています。学校で

働く教師は、安心・安全な環境の中で、子どもたちが将来の社会を生きていくための力を身に付けさせるために、保護

者や地域の皆様のご協力を得ながら、日々、子どもたちと向き合っています。 

しかしながら、近年の社会状況の変化や、新しい学習方法の導入等により、学校の役割はますます重要となる一方で、

対応すべき課題も複雑化・多様化しています。また、教職員の業務負担の増加も指摘されており、心身のゆとりを保ち

ながら教育活動を充実させていくことが求められています。そのような中、教職員が心身のゆとりをもち、子どもたち

一人一人と丁寧に向き合う時間を確保するためにも学校の働き方を見直していく必要があると考えています。 

そこで、時津町では、子どもたちの学びと成長を支える環境を整えるため、学校教育の質の確保と業務の効率化を図

りつつ、次の取組を推進します。また、すべての教職員が保護者・地域の皆様との相互理解と信頼関係を大切にしたい

と考えておりますが、教職員に対してご意見やご要望が生じた際は、節度ある形でお寄せいただきますようお願いいた

します。 

今年度も保護者・地域の皆様のご理解とご協力をお願いします。 

生徒の登下校時刻  

  登校時刻  ７：２０から 

  下校時刻 １８：００まで（２～１０月）、１７：３０まで（１１～１月） 

 

電話対応時間 

  平日のみ ７：２０～１８：３０ 

  時間外は、自動応答電話によるメッセージが流れます。 

  生徒の生命に関わる緊急時等は、警察あるいは消防・救急へご連絡ください。 

  その他の緊急時は、時津町役場教育総務課（８６５－６８８９）へご連絡ください。 

  鳴北中学校 代表電話：０９５－８８１－１７２０・１７２１ 

        副回線１：０８０－７４７５－０２６４ 

        副回線２：０９０－７４７５－０６８２ 

   

定時退校日 

  本校は、定時退校日を原則水曜日に設定しています。 

 

部活動休養日 

  月～金のうち１日（原則、水曜日） 

 

学校閉庁期間 

  夏季休業期間 ８月１０日～８月１９日（予定ですので変更することもあります） 

  年末年始  １２月２９日～１月３日 

 

夏季休業期間中の授業日（計５日間 各日とも午前中・給食無し） 

  ８月９日（日）平和登校日、８月２６日（水）～２８日（金）、３１日（月）の４日間  

 

教職員の勤務時間  
８：００～１６：３０ 

 

学校の働き方改革は、これまでの教師の働き方を見直し、毎日元気に子供たちの前に立って未来につながる
力を育ませるために必要なものです。授業やその準備をはじめとした教師にしかできない教育活動に専念でき
るようご協力願います。 


